
船舶事故調査報告書 

平成２８年４月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１月１４日 ０３時５２分ごろ 

発生場所 紀伊水道 

 紀伊日ノ御埼灯台から真方位３０８°８.８海里付近 

 （概位 北緯３３°５８.３′ 東経１３４°５５.３′） 

事故の概要  コンテナ船WAN
ワ ン

 HAI
ハ イ

 261 は、南進中、また、貨物船冨士
と み す

丸は、北西

進中、両船が衝突した。 

 WAN HAI 261 は、左舷中央部外板に擦過傷等を生じ、また、冨士丸

は、船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１月２６日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 WAN HAI 261（シンガポール共和国籍）、１８,８７２

トン 

   ９２３０２０６、WAN HAI LINES LTD. 

Ｂ 貨物船 冨士丸、４９９トン 

   １３２９６７、伊豫海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（台湾籍）、締約国資格受有者承認証 船長（シンガポー

ル共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

航海士Ｂ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷等 

Ｂ 船首部に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.６ｍ 

 事故の経過  船長Ａは、レーダーの後方で見張りに当たっていたところ、左舷船

首方にＢ船を認め、方位変化がほとんどなかったものの、避航船であ

るＢ船がＡ船の進路を避けてくれると思い、針路及び速力を保持して

航行した。 

 船長Ａは、Ｂ船が避航する気配を見せないので、汽笛による短音５

回の警告信号及び発光信号を行ったが、Ｂ船に動きがなく、右舵一杯

を取った。 

 航海士Ｂは、左舷船首の反航船２隻及び左舷側の漁船数隻の動向に

注意を向けて北西進した。 

航海士Ｂは、Ａ船からの発光信号でＡ船の接近に初めて気付き、左



舵一杯を取った。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、避航船であるＢ船に対して警告信号を行ったが、

衝突を避ける動作が遅れたものと考えられる。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが、反航船及び左舷側の漁船の動向に注意を向

け、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船の接近に気付く

のが遅れたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船の船長Ａの衝突を避ける動作が遅れ、また、

Ｂ船の航海士Ｂが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 

 ・衝突のおそれがある場合には、航法に従って適切な避航動作をと

ること。 

 


